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『
榻
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
鴨
長
明
著
作
の
受
容
の
様
相

―
『
無
名
抄
』
と
『
発
心
集
』
の
比
較
か
ら
―

小　

椋　

愛　

子

一
、
は
じ
め
に

 　
『
榻
鴫
暁
筆
』
が
収
め
る
説
話
の
記
事
の
大
部
分
は
、
何
ら
か
の
出
典
を
持
つ
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、『
榻
鴫
暁
筆
』
所
収
の
説
話
の

典
拠
を
探
り
、
受
容
と
変
容
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
き
た
。
説
話
の
出
典
は
、
記
さ
れ
る
場
合
と
記
さ
れ
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
全
体
と
し

て
仏
典
や
漢
籍
で
は
比
較
的
、
言
及
が
多
く
見
ら
れ
、
和
書
で
は
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
中
で
、『
無
名
抄
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
は
、
書

名
に
対
す
る
言
及
は
な
い
が
、著
者
で
あ
る
「
鴨
長
明
」
の
名
を
記
す
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
鴨
長
明
も･･････

と
書
た
り
け
る
」
な
ど
で
、

そ
こ
か
ら
典
拠
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
榻
鴫
暁
筆
』
全
体
で
も
一
話
全
体
の
著
者
名
を
挙
げ
て
い
る
の
は
珍
し
い
が
、
さ
ら
に
こ
の
よ

う
な
現
象
は
、
同
じ
「
長
明
」
の
作
で
あ
る
『
発
心
集
』
を
摂
取
す
る
場
合
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

前
稿（
１
）で

は
、『
無
名
抄
』
の
記
事
に
注
目
し
、『
無
名
抄
』
の
摂
取
が
集
中
し
て
い
る
巻
三
を
中
心
に
、
そ
の
摂
取
と
受
容
の
あ
り
方
を
考
察

し
た
。
そ
し
て
、『
無
名
抄
』
の
摂
取
の
様
態
が
四
つ
に
分
類
で
き
る
こ
と
、一
話
の
中
で
占
め
る
『
無
名
抄
』
の
摂
取
の
分
量
と
著
者
の
明
記
に
、

相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば
、「『
無
名
抄
』
の
一
段
を
『
榻
鴫
暁
筆
』
の
一
話
と
し
て
利
用
し
て
い
る
も
の
」
に
は
、「
長
明
」

の
名
は
記
さ
ず
、「
一
話
の
大
部
分
を
『
無
名
抄
』
以
外
の
書
に
依
拠
す
る
中
で
、
そ
の
一
部
分
に
『
無
名
抄
』
の
記
事
を
組
み
込
む
と
き
」
や
、
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「『
無
名
抄
』
を
摂
取
す
る
中
に
、
他
書
か
ら
の
引
用
を
挿
入
す
る
場
合
」
に
は
、「
長
明
」
の
名
を
記
し
、『
無
名
抄
』
か
ら
引
用
し
た
箇
所
が

他
と
厳
密
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、『
無
名
抄
』
か
ら
摂
取
す
る
場
合
に
は
、『
無
名
抄
』
の
一
段
を
基
準
と
し
て
引
き
、

話
の
展
開
を
む
や
み
に
変
容
さ
せ
な
い
と
い
う
明
確
な
意
図
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
摂
取
の
姿
勢
は
、
巻
三
の
構
想
に
も
影
響
を
与
え
て

い
た
。
つ
ま
り
、『
無
名
抄
』
か
ら
「
勝
劣
論
」
の
二
項
対
立
の
内
容
を
、
も
と
の
一
段
の
枠
組
み
を
崩
さ
ず
に
摂
取
す
る
方
法
が
契
機
と
な
り
、

『
無
名
抄
』
を
引
く
ま
で
は
「
一
者
」
を
主
人
公
と
し
た
説
話
を
配
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
れ
以
後
は
「
二
者
」
を
並
べ
る
説
話
と
な
る
な
ど
、

配
さ
れ
る
説
話
の
内
容
に
変
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
意
図
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
巻
の
主
題
よ
り
も
『
無
名
抄
』
の
内
容
を
変

容
さ
せ
ず
に
引
く
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。「
長
明
」
の
名
の
明
記
と
合
わ
せ
て
、「
長
明
」
を
重
視
し
て
い
た
表
れ
と
も
い
え

よ
う
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
同
じ
「
長
明
」
の
著
作
で
あ
る
『
発
心
集
』
の
摂
取
の
方
法
を
検
討
し
、『
無
名
抄
』
の
摂
取
の
姿
勢
と

比
較
し
な
が
ら
『
榻
鴫
暁
筆
』
作
者
の
長
明
像
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
『
榻
鴫
暁
筆
』
作
者
が
依
拠
す
る
書
物
に
よ
っ
て
摂
取
す
る

内
容
や
方
法
を
変
え
、
用
途
に
合
わ
せ
て
資
料
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
同
一
作
者
の
著
作
の
場
合
で
も
そ
れ
が
あ
て

は
ま
る
の
か
、
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
い
く
。

　

な
お
、『
榻
鴫
暁
筆
』
の
本
文
は
、
市
古
貞
次
氏
校
注
『
榻
鴫
暁
筆
』（
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
、
底
本
は
国
会
図
書
館
本
）
を
使
用
し
た
。

以
下
、
こ
れ
を
「
中
世
の
文
学
本
」
と
称
す
る
。

 

二
、『
発
心
集
』
か
ら
の
摂
取
の
箇
所
と
そ
の
受
容
の
様
相

　
『
発
心
集
』（
以
下
、『
発
』
と
す
る
）
と
の
比
較
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
先
に
『
発
』
を
摂
取
し
て
い
る
箇
所
を
「
中
世
の
文
学
本
」
の
頭
注

の
指
摘
に
従
い
、
表
に
ま
と
め
た
。
そ
の
中
に
は
、
指
摘
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
発
』
と
と
も
に
『
三
国
伝
記
』
を
引
い
た
と
思
わ
せ
る
も
の
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が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、
＊
印
を
付
し
、
表
外
に
指
摘
し
て
お
く
。『
発
』
の
引
用
は
、『
方
丈
記　

発
心
集
』（
新
潮
日
本

古
典
集
成
、
底
本
は
慶
安
四
年
版
本
）
に
拠
り
、
適
宜
、
神
宮
文
庫
本
を
参
照
し
た
。

【
表
１
】『
発
心
集
』
を
摂
取
す
る
箇
所

通
し
番
号
『
榻
鴫
暁
筆
』
の
巻
と
表
題

話
番
号
と
表
題

『
発
心
集
』
の
該
当
箇
所

①

巻
十
一
・
知
識

「
成
信
重
家
高
光（
２
）」

巻
五
・
第
九 「
成
信
・
重
家
、
同
時
に
出
家
す
る
事
」　

＊

②

巻
十
三
・
怨
念

五
「
肥
後
国
女
」

巻
四
・
第
五
「
肥
州
の
僧
、
妻
、
魔
と
為
る
事 

悪
縁
を
恐
る
べ
き
事
」（『
私
聚
百
因
縁
集
』
九
・

二
十
一
「
肥
州
僧
妻
為
魔
事
」
も
同
じ
と
頭
注
に
あ
る
）

③

巻
十
三
・
怨
念

十
「
橘
虫
」

頭
注
で
『
三
国
伝
記
』
巻
三
・
第
二
十
一
「
老
尼
死
後
橘
ノ
虫
ト
成
事
」
を
挙
げ
、『
発
心
集
』

巻
八
・
第
八
「
老
尼
、
死
の
後
、
橘
の
虫
と
な
る
事
」
に
同
話
が
あ
る
と
す
る
。

④

巻
十
三
・
怨
念

十
三
「
講
仙
法
師
」
巻
一
・
第
八
「
佐
国
、
華
を
愛
し
、
蝶
と
な
る
事
付
六
波
羅
寺
幸
仙
、
橘
木
を
愛
す
る
事
」

こ
の
類
話
と
し
て
『
拾
遺
往
生
伝
』
中
「
六
波
羅
密
寺
講
仙
」
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
、『
沙
石
集
』

巻
八
・
第
十
三
も
挙
げ
る
。

⑤

巻
十
三
・
怨
念

二
十
「
死
女
本
結
」
巻
五
・
第
四
「
亡
妻
現
身
、
夫
の
家
に
帰
り
来
た
る
事
」

＊ 

高
光
の
箇
所
は
『
三
国
伝
記
』
巻
十
・
第
二
十
四
「
高
光
少
将
遁
世
往
生
事
」
に
依
拠
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
『
榻
鴫
暁
筆
』（
以
下
、『
暁
筆
』
と
す
る
）
と
比
較
す
る
と
、
摂
取
の
仕
方
か
ら
次
の
よ
う
な
三
つ
の
様
態
に
分
類
で
き
る
。

　

１
、『
発
』
の
み
に
依
拠
す
る
も
の

　

２
、
構
想
は
『
沙
石
集
』
の
一
話
に
拠
る
が
、
そ
の
詳
細
を
『
発
』
に
求
め
て
い
る
も
の 

　

３
、『
発
』
に
依
拠
に
し
な
が
ら
、
部
分
的
に
『
三
国
伝
記
』
の
関
連
話
を
添
加
し
、
よ
り
詳
細
な
内
容
に
し
て
い
る
も
の
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さ
ら
に
、
こ
の
中
で
、
長
明
の
名
を
記
す
場
合
と
記
さ
な
い
場
合
と
が
あ
る
。

　

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
が
、『
発
』
を
典
拠
と
す
る
説
話
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
た

め（
３
）、
内
容
が
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
以
下
、
引
用
部
分
の
傍
線
は
、
筆
者
が
私
に
付
し
た
。

　
　
１
、『
発
』
の
み
に
依
拠
す
る
例

　

こ
れ
は
、【
表
１
】
の
⑤
巻
十
三
（
怨
念
）
第
二
十
「
死
女
本
結
」
が
該
当
し
、「
長
明
」
の
名
を
記
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
頭
注
に
指
摘
が

あ
る
『
発
』
巻
五
・
第
四
「
亡
妻
現
身
、夫
の
家
に
帰
り
来
た
る
事
」
が
典
拠
と
推
察
さ
れ
る
。
比
較
す
る
と
、『
暁
筆
』
は
一
話
の
展
開
は
『
発
』

に
従
い
、『
発
』
を
要
約
す
る
形
で
摂
取
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る（
４
）。

こ
れ
は
、
妻
を
亡
く
し
て
悲
し
ん
で
い
た
男
の
も
と
に
、
亡
妻
が
夜
、
訪

ね
て
来
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
男
は
夢
か
と
思
っ
た
が
、
妻
が
落
と
し
て
い
っ
た
「
元
ゆ
ひ
」
は
、
臨
終
の
際
に
妻
の
髪
を
結
い
つ
け
た
反
故

の
破
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
類
話
と
し
て
、
小
野
篁
の
妹
の
例
を
付
し
、「
大
方
志
の
深
に
よ
り
、
不
思
儀
を
あ
ら
は
す
事
、
か
ゝ

り
け
る
に
や
」
と
総
括
し
て
本
文
を
終
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
発
』
の
総
括
部
分
「
大
方
、
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
な
る
に
よ
り
て
不
思
議
を
あ
ら

は
す
事
、
こ
れ
ら
に
て
知
り
ぬ
べ
し
」
を
、
末
尾
の
表
現
の
み
を
変
え
て
そ
の
ま
ま
取
っ
た
も
の
。『
発
』
で
は
こ
れ
に
続
け
て
、
凡
夫
の
思
慕

で
さ
え
こ
の
よ
う
な
「
不
思
議
な
こ
と
」
が
お
こ
る
と
し
て
、
仏
菩
薩
を
思
慕
す
る
重
要
性
や
す
す
め
を
説
き
、
末
尾
で
こ
の
話
を
「
仏
法
に

値
遇
し
奉
ら
ん
と
願
は
ば
、
な
じ
か
は
、
か
げ
ろ
ふ
の
契
り
に
こ
と
な
ら
ん
。
た
と
ひ
業
に
引
か
れ
て
、
思
は
ぬ
道
に
入
る
と
も
、
折
り
折
り

に
は
必
ず
あ
ら
は
れ
て
救
ひ
給
ふ
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
。『
暁
筆
』
は
、
こ
の
「
評
」
部
分
は
取
ら
ず
、
小
野
篁
の
妹
の
例
ま
で
の
、
い
わ
ゆ

る
説
話
部
分
を
中
心
に
取
る
。
こ
れ
は
、「
怨
念
」
の
主
題
を
持
つ
巻
十
三
に
本
話
を
収
録
す
る
た
め
、こ
の
話
を
『
発
』
の
解
釈
と
同
じ
く
「
不

思
議
な
こ
と
」
と
捉
え
る
が
、
帰
着
点
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
小
野
篁
の
妹
の
例
の
直
前
に
あ
る
『
発
』
の
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「
こ
れ
は
、
近
き
世
の
不
思
議
な
り
。
更
に
う
き
た
る
事
に
あ
ら
ず
」
と
て
、
澄
憲
法
師
の
人
に
語
ら
れ
侍
り
し
な
り
。

の
表
現
も
、

　
　

こ
れ
を
世
の
不
思
儀
な
り
と
、
澄
憲
法
印
（「
印
」
＝
諸
本
は
「
師
」）
の
語
ら
れ
け
る
と
て
、
鴨
長
明
書
置
け
る
。（『
暁
筆
』）

と
「
長
明
」
の
名
を
添
加
し
て
、
長
明
が
引
く
澄
憲
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
記
す
。
こ
こ
に
、
名
を
付
し
、「
書
置
け
る
」
と
強
調
す
る
こ
と
は
、

長
明
が
記
し
た
内
容
＝
〈
長
明
が
妥
当
と
判
断
し
た
も
の
〉
で
あ
れ
ば
、
信
頼
で
き
る
と
す
る
『
暁
筆
』
作
者
の
思
い
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
話
の
展
開
も
『
発
』
に
沿
い
、
典
拠
を
忠
実
に
引
く
姿
勢
か
ら
、『
発
』
へ
の
敬
意
が
窺
え
る
。『
暁
筆
』
で
は
、
本
文
の

後
に
別
記
文
を
付
し
、「
元
ゆ
ひ
」
が
残
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
「
今
云
、限
な
り
し
時
、髪
ゆ
ひ
た
り
し
本
ゆ
ひ
と
は
、か
れ
が
死
し
て
の
ち
、

髪
を
ば
そ
ら
ざ
り
け
る
に
や
。
又
ほ
う
ぐ
に
て
も
と
ゆ
ひ
を
し
た
り
け
ん
も
い
か
ゞ
、
い
ぶ
か
し
」
と
疑
問
を
呈
す
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
「
し

か
は
あ
れ
ど
、
澄
憲
の
か
た
ら
れ
、
長
明
が
書
置
け
る
上
は
、
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
や
」
と
結
論
づ
け
る
。
典
拠
を
忠
実
に
引
く
姿
勢
と
あ
わ

せ
て
、「
長
明
」
が
収
集
し
た
話
材
に
対
す
る
信
憑
性
の
高
さ
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
長
明
」
の
名
の
記
載
に
、『
無
名
抄
』
の
よ
う

な
引
用
箇
所
を
分
け
る
と
い
う
働
き
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　

２
、
構
想
は
『
沙
石
集
』
の
一
話
に
拠
る
が
、
そ
の
詳
細
を
『
発
』
に
求
め
て
い
る
例

　

こ
れ
は
、【
表
１
】
の
④ 

巻
十
三
（
怨
念
）
第
十
三
「
講
仙
法
師
」
が
該
当
す
る
。
こ
れ
は
、
僧
の
「
講
仙
」
が
橘
の
木
を
愛
し
、
そ
れ
に

執
心
し
た
た
め
に
死
後
、
蛇
に
な
り
そ
の
木
の
元
に
住
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。【
表
１
】
で
記
し
た
よ
う
に
、
頭
注
に
『
発
』
に
よ
る
と
の
指



― 60 ―

摘
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
拾
遺
往
生
伝
』
や
『
沙
石
集
』
に
関
す
る
注
記
も
あ
る
。「
講
仙
」
の
記
事
は
、『
法
華
験
記
』
や
『
拾
遺
往
生
伝
』、『
今

昔
物
語
集
』
な
ど
の
書
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
話
は
、
一
話
の
分
量
、
表
現
か
ら
、『
発
』
巻
一
・
第
八
「
佐
国
、
華
を
愛
し
、
蝶
と
な
る

事
付
六
波
羅
寺
幸
仙
、
橘
木
を
愛
す
る
事
」
に
よ
る
と
推
察
で
き
る（
５
）。
但
し
、
こ
の
第
十
三
「
講
仙
法
師
」
は
、
こ
の
前
々
話
（
第
十
一
「
柿
木

文
字
」）、前
話
（
第
十
二
「
笋
虫
」）
の
典
拠
と
お
ぼ
し
き（
６
）、慶

長
十
年
刊
古
活
字
本（

７
）『

沙
石
集
』
巻
八
・
第
十
三
「
執
心
之
堅
固
由
仏
法
臈
（
蕩
）

事
」
が
源
で
あ
ろ
う
。『
暁
筆
』
で
は
、
巻
十
三
の
第
十
一
、
第
十
二
、
第
十
三
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
説
話
と
な
っ
て
い
る
が
、『
沙

石
集
』
で
は
、
巻
八
「
執
心
之
堅
固
由
仏
法
臈
（
蕩
）
事
」
に
『
暁
筆
』
の
三
話
に
該
当
す
る
記
事
が
執
心
の
例
と
し
て
同
じ
順
で
配
さ
れ
て

い
る
か
ら
、『
暁
筆
』
の
三
話
の
配
列
は
そ
れ
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
講
仙
法
師
」
の
話
は
、『
沙
石
集
』
で
は
僧
の
名

を
記
さ
ず
、「
昔
モ
橘
ノ
木
ヲ
愛
シ
テ
蛇
ト
成
テ
マ
ト
ヒ
ケ
ル
事
ア
リ
」
の
記
述
の
み
で
あ
る
。『
暁
筆
』
も
一
話
の
分
量
は
少
な
い
（
次
に
一

話
全
て
を
挙
げ
る
）
が
、

中
昔
東
山
六
波
羅
寺
に
講
仙
と
云
僧
有
け
る
。
年
来
道
心
深
か
り
け
る
が
、
前
栽
に
橘
の
木
を
植
へ
て
愛
し
け
る
。
聊
の
執
心
に
よ
り
身

を
か
へ
て
蛇
に
成
、
彼
木
の
本
に
住
け
る
と
ぞ
。

と
、
寺
名
や
僧
の
名
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
発
』
の

又
、
六
波
羅
寺
の
住
僧
幸
仙
と
云
ひ
け
る
者
は
、
年
来
道
心
深
か
り
け
る
が
、
橘
の
木
を
愛
し
、
い
さ
さ
か
彼
の
執
心
に
よ
り
て
、
く
ち

な
は
と
成
つ
て
、
彼
の
木
の
下
に
ぞ
住
み
け
る
。
委
く
は
伝
に
あ
り
。

の
記
述
と
、
表
現
が
類
似
し
、
さ
ら
に
説
明
の
順
も
同
じ
た
め
、
こ
こ
は
『
発
』
に
拠
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
十
一
話
か
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ら
の
配
列
は
、『
沙
石
集
』
の
一
話
に
拠
り
、
よ
り
詳
細
な
情
報
を
『
発
』
に
求
め
た
例
と
い
え
る
。
他
の
説
話
集
に
依
拠
し
た
話
材
を
『
発
』

に
置
換
し
て
お
り（
８
）、『
暁
筆
』
作
者
が
『
発
』
を
高
く
評
価
し
、
熟
読
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
例
で
あ
る
。

 　
　

３
、『
発
』
に
依
拠
に
し
な
が
ら
、
部
分
的
に
『
三
国
伝
記
』
の
関
連
話
を
添
加
し
、
よ
り
詳
細
な
内
容
に
し
て
い
る
例

　

こ
れ
は
、【
表
１
】
の
①
『
暁
筆
』
巻
十
一
（
知
識
）「
成
信
重
家
高
光
」、
②
『
暁
筆
』
巻
十
三
（
怨
念
）
第
五
「
肥
後
国
女
」
が
該
当
す
る
。

さ
ら
に
、
少
し
例
外
的
で
は
あ
る
が
③
巻
十
三
（
怨
念
）
第
十
「
橘
虫
」
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
①
か
ら
順
に
見
て

い
く
。
①
は
、
一
話
の
展
開
は
『
発
』
に
拠
る
が
、
そ
の
一
部
の
詳
細
な
内
容
を
『
三
国
伝
記
』（
以
下
、『
三
国
』
と
す
る
）
に
求
め
、
添
加

す
る
例
で
あ
る
。
こ
の
「
成
信
重
家
高
光
」
は
、
源
成
信
、
藤
原
重
家
、
藤
原
高
光
の
三
人
の
出
家
譚
（
成
信
と
重
家
は
同
日
に
出
家
）
を
中

心
と
し
た
一
話
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
譚
を
別
記
文
で
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
あ
な
が
ち
誰
す
ゝ
む
る
と
は
な
け
れ
ど
も
、･･････

菩
提
の
心
を

発
し
給
へ
り
。
是
又
善
知
識
と
も
申
侍
る
べ
し
。（
以
下
、
続
）」
と
巻
の
主
題
で
あ
る
＝
「
知
識
」
に
合
わ
せ
て
、「
善
知
識
」
で
評
し
た
あ
と
、

さ
ら
に
本
文
を
続
け
て
、
こ
の
別
記
文
に
関
連
し
た
譚
を
加
え
て
一
話
を
形
成
し
て
い
る
。
話
の
核
で
あ
る
、
三
人
の
出
家
譚
が
『
発
』
に
拠

る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
成
信
、重
家
が
同
日
出
家
し
た
記
事
は
、『
権
記
』
や
『
日
本
紀
略
』
に
見
え
、ま
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
等
の
勅
撰
集
で
も
、

こ
れ
に
ま
つ
わ
る
歌
を
所
収
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
は
話
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
以
後
『
今
鏡
』、『
宝
物
集
』、『
続
古
事
談
』、

『
愚
管
抄
』、『
百
練
抄
』
な
ど
『
発
』
以
外
の
書
に
も
、
数
多
く
散
見
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
成
信
、
重
家
の
同
日
出
家
の
説
話
に
、
高
光
の
話
を
加
え
て
一
話
を
構
成
し
て
い
る
の
は
『
発
』
の
み
で
あ
る
こ
と
、
成
信
と
重

家
の
出
家
の
動
機
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、『
発
』
巻
五
・
第
九
「
成
信
・
重
家
、
同
時
に
出
家
す
る
事
」
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
は
、『
発
』
の
梗
概
を
確
認
し
て
お
く（
９
）。

①
成
信
と
重
家
は
照
る
中
将
、
光
る
少
将
と
よ
ば
れ
、
類
い
な
き
公
達
で
あ
っ
た
。
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②
成
信
と
重
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
心
の
起
こ
り
。

③
二
人
が
出
家
の
日
を
定
め
、
慶
祚
阿
闍
梨
の
も
と
で
落
ち
合
う
約
束
を
す
る
。

④
重
家
が
遅
れ
た
た
め
、
成
信
が
先
に
慶
祚
の
も
と
（
房
）
に
出
向
き
、
諭
さ
れ
る
が
、
自
ら
髪
を
切
り
、
出
家
を
す
る
。

⑤
暁
近
く
に
重
家
が
来
る
。
父
へ
の
暇
乞
い
で
遅
れ
た
が
、
日
を
違
え
な
い
た
め
「
元
結
ひ
」
を
切
っ
て
来
た
こ
と
を
話
し
て
同
じ
く
出

家
す
る
。

⑥
そ
の
と
き
成
信
は
二
十
三
歳
、
重
家
は
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

⑦
慶
祚
阿
闍
梨
は
、
惜
し
み
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
尊
い
こ
と
だ
と
受
け
止
め
た
。

⑧
重
家
の
父
は
、
暇
乞
い
の
際
、
気
配
を
察
し
た
が
、
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

⑨
藤
原
高
光
の
出
家
の
譚
。

　

両
者
を
比
較
す
る
と
、『
暁
筆
』
は
『
発
』
の
展
開
順
に
従
い
な
が
ら
、表
現
ま
で
も
摂
取
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、簡
略
化
し
た
り
、

よ
り
詳
細
に
添
加
し
た
り
と
差
異
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
簡
略
化
し
て
い
る
箇
所
は
、『
発
』
の
梗
概
③
④
⑤
の
出
家
時
の
慶
祚
阿
闍
梨
と
の
詳

細
な
問
答
、
重
家
の
遅
れ
や
経
緯
で
あ
る
。『
暁
筆
』
は
、
二
人
が
と
も
に
出
家
し
た
と
い
う
骨
子
の
み
を
簡
潔
に
述
べ
る
。
但
し
、「
み
ど
り

の
も
と
ど
り
お
し
切
て
」
と
、『
発
』
で
二
人
が
自
発
的
に
「
髪
」
や
「
元
結
ひ
」
を
切
っ
た
こ
と
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。「
中

将
は
廿
三
、
少
将
は
廿
五
」
と
梗
概
⑥
は
そ
の
ま
ま
取
り
、
続
く
梗
概
⑦
⑧
を
「
彼
人
々
の
御
父
母
上
の
御
事
は
申
に
及
ず
、
し
る
も
し
ら
ぬ

も
聞
人
あ
は
れ
と
い
は
ぬ
者
ぞ
な
き
」
と
哀
し
む
各
々
の
様
子
や
思
い
を
省
略
し
、
そ
の
報
を
知
っ
た
皆
が
哀
し
ん
だ
こ
と
を
総
括
し
て
記
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
出
家
の
際
の
様
子
は
簡
潔
に
ま
と
め
る
が
、
梗
概
②
の
「
発
心
の
起
こ
り
」
は
忠
実
に
摂
取
す
る
。
出
家
の
行
為
よ
り
「
発

心
の
契
機
」
に
重
き
を
置
い
て
摂
取
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
暁
筆
』
作
者
が
『
発
』
と
い
う
作
品
の
特
性
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

　

要
約
の
傾
向
が
あ
る
一
方
で
、『
発
』
に
添
加
し
て
、
よ
り
詳
細
に
し
て
い
る
箇
所）

（1
（

も
あ
る
。
そ
れ
は
三
箇
所
あ
り
、
第
一
は
、
出
家
の
事
実
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の
み
を
記
し
た
箇
所
に
、
出
家
の
日
に
ち
「
長
保
三
年
三
月
二
日
」
を
添
加
す
る
。
第
二
は
梗
概
⑧
の
直
後
で
「
公
任
大
納
言
」
の
和
歌
を
挿

入
す
る
。
第
三
は
梗
概
⑨
の
箇
所
で
、
高
光
の
修
行
の
様
子
な
ど
を
添
加
す
る
。
最
も
加
筆
の
大
き
い
箇
所
が
、
こ
の
第
三
の
箇
所
で
あ
る
。

順
に
挙
げ
る
。

　

第
一
の
日
に
ち
に
つ
い
て
、『
暁
筆
』
は
「
長
保
三
年
三
月
二
日
」
と
す
る
が
、『
権
記
』
や
『
愚
管
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
長
保
三
年
二
月
三
日
」

（『
日
本
紀
略
』
は
二
月
四
日
）
で
あ
る
。『
暁
筆
』
諸
本
で
も
「
三
月
二
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
月
と
日
を
逆
に
し
た
誤
り
と
考
え

ら
れ
る
。
第
二
は
、『
発
』
梗
概
⑦
⑧
を
前
掲
の
よ
う
に
簡
略
に
述
べ
、
そ
れ
に
続
け
て
、

　
　

さ
れ
ば
公
任
大
納
言
、
此
事
を
聞
て
大
納
言
行
成
の
か
た
に
一
首
を
つ
か
は
さ
れ
け
る
。

　
　
　
　

お
も
ひ
し
る
人
も
有
け
る
世
中
を
い
つ
を
い
つ
と
て
す
ぐ
す
な
る
ら
ん

　
　

此
歌
は
拾
遺
并
後
拾
遺
に
入
侍
り
。

と
、
公
任
が
行
成
に
贈
っ
た
和
歌
を
挙
げ
る
。
こ
の
歌
は
『
公
任
集
』
に
も
あ
り
、
本
文
で
い
う
よ
う
に
『
拾
遺
和
歌
集
』、『
後
拾
遺
和
歌
集
』

に
収
録
さ
れ
る）

（（
（

（
但
し
、『
公
任
集
』
で
は
、三
句
目
を
「
世
中
に
」
と
す
る
）。
こ
れ
は
「
し
る
も
し
ら
ぬ
も
聞
人
あ
は
れ
と
い
は
ぬ
者
ぞ
な
き
」

の
関
連
と
し
て
そ
の
強
調
と
し
て
の
添
加
で
、『
発
』
の
一
話
の
枠
組
み
は
変
え
ず
に
元
の
話
を
詳
細
に
す
る
。
第
三
の
高
光
の
譚
は
、
添
加
の

最
も
大
き
い
箇
所
で
注
目
す
べ
き
箇
所
と
い
え
る
。
但
し
、
こ
こ
も
『
発
』
の
内
容
を
全
て
変
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、『
発
』
を
も
と
に
、

新
た
な
情
報
を
付
加
し
て
い
る
。
付
加
し
た
箇
所
は
、「
中
世
の
文
学
本
」
に
指
摘
は
な
い
が
、表
現
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
『
三
国
』
巻
十
・

第
二
十
四
「
高
光
少
将
遁
世
往
生
事
」
が
典
拠
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
。
次
に
『
発
』、『
三
国）

（1
（

』、『
暁
筆
』
の
順
に
三
書

の
該
当
箇
所
を
対
照
し
て
挙
げ
る
。「
囲
み
部
分
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
、「
網
が
け
」
の
部
分
は
、『
暁
筆
』
が
摂
取
し

な
い
箇
所
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
暁
筆
』
の
二
重
傍
線
部
分
は
『
発
』
か
ら
摂
取
し
て
い
る
箇
所
、
点
線
部
分
は
『
三
国
』
に
拠
っ
て
い
る
箇
所
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で
あ
る
。

又
、
多
武
峯
の
入
道
高
光
少
将
は
、
兄
の
一
条
の
摂
政
の
、
事
に
ふ
れ
つ
つ
あ
や
ま
り
多
く
お
は
し
け
る
を
見
給
ひ
て
、「
世
に
あ
る
は

恥
が
ま
し
き
事
に
こ
そ
」
と
て
、
こ
れ
よ
り
心
を
発
し
給
ひ
け
る
と
な
む
。
人
の
か
し
こ
き
に
つ
け
て
も
、
愚
か
な
る
に
つ
け
て
も
、
実

の
道
を
願
ふ
た
よ
り
と
な
り
に
け
ん
こ
そ
、
げ
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
。 

（『
発
』）

和
云
、
村
上
天
皇
ノ
御
宇
、
高
光
少
将
ト

申
シ
ハ
、
九
条
右
丞
相
師
輔
第
八
ノ
息
、
御
母
ハ
延
喜
ノ
帝
ノ
姫
宮
雅
子
ノ
内
親
王
ニ
テ
、
時
ノ

御
門
に
は
御
ン
孫
ニ
テ
ゾ
坐
シ
ケ
ル
。
其
ノ
上
才
芸
も
越
レテ
世
に
、
朝
家
之
賞
モ
由
々
敷
侍
ケ
ル
。
然
レ
ド
モ
此
ノ
世
ノ
無
レコ
ト
ヲ
墓
悟
リ
、
堅
固
ノ

道
心
発
ケ
ル
ニ
ヤ
、

　
　

角
計
経
ガ
タ
ク
見
ユ
ル
世
ノ
中
ニ
浦
山
敷
モ
清
ル
月
哉

ト
詠
ジ
テ
、
応
和
元
年
十
二
月
五
日
ニ
立
出
テ
、
比
叡
山
横
川
ノ
辺
リ
ニ
年
来
知
タ
ル
貴
キ
聖
有
ケ
ル
ヲ
尋
行
、
出
家
シ
テ
、
法
名
ヲ
如
覚
ト

申
ケ
ル
。
後
ニ
〔
ハ
〕
大
和
国
多
武
峯
ニ
住
シ
テ
修
行
シ
玉
ケ
ル
ニ
、
柴
菴
隙
踈
カ
ニ
シ
テ
香
煙
ニ
霧
自
ラ
類
シ
、
松
戸
扃
緩
ク
シ
テ
懺
悔
ノ

風
頻
リ
ニ
扇
グ
。
巌
畔
ノ
花
ハ
匂
ヒ
幽
ニ
シ
テ
不
レ
同
二
後
園
ノ
昔
ノ
色
一ニ
、
深
洞
ノ
月
ハ
影
澄
テ
永
ク
異
二ン
ナ
リ
槐
門
ノ
暁
ノ
光
一ニ
。

 

（
以
下
続
、『
三
国
』）

又
少
将
高
光
と
申
侍
は
九
条
右
丞
相
師
輔
公
の
第
八
の
御
息
、
御
母
は
延
喜
帝
の
姫
君
雅
子
内
親
王
に
て
お
は
し
ま
す
。
帝
の
御
孫
に
て

わ
た
ら
せ
給
ふ
上
、
才
芸
も
世
に
こ
へ
、
朝
家
の
御
お
ぼ
え
も
ゆ
ゝ
し
か
り
し
か
ど
も
、
世
を
う
き
物
と
お
も
ひ
と
り
、
堅
固
の
道
心
を

お
こ
し
給
ふ
な
り
。

　
　

か
く
ば
か
り
へ
が
た
く
見
ゆ
る
世
の
中
に
浦
山
し
く
も
す
め
る
月
か
な
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と
詠
じ
、
応
和
元
年
十
二
月
五
日
叡
山
の
横
川
に
至
り
、
遂
に
出
家
し
如
覚
と
ぞ
申
け
る
。
其
発
心
の
お
こ
り
を
と
へ
ば
、
御
こ
の
か
み

一
条
摂
政
太
政
大
臣
伊
尹
公
、
事
に
ふ
れ
つ
つ
あ
や
ま
り
お
ほ
く
お
は
し
け
る
を
見
給
ひ
て
、
世
に
あ
れ
ば
恥
が
ま
し
き
事
に
こ
そ
あ
ひ
け
れ

と
て
、是
よ
り
心
を
発
し
給
ひ
け
る
と
な
ん
。
後
に
は
大
和
国
多
武
峯
に
す
み
修
行
し
給
ひ
け
る
に
、柴
庵
の
事
（「
事
」
＝
諸
本
「
ひ
ま
」）

疎
に
し
て
香
煙
に
霧
を
顕
し
、
松
戸
に
軒
ま
ば
ら
に
し
て
懺
悔
の
嵐
し
き
り
に
、
岩
畔
の
花
は

か
す
か
に
し
て
後
遠
の
昔
の
色
に
お
な

じ
か
ら
ず
。
深
洞
の
月
は
影
明
ら
か
に
し
て
槐
門
の
暁
の
光
を
あ
ら
は
す
。
誠
に
貴
き
聖
人
な
り
。 

（『
暁
筆
』）

　

こ
の
よ
う
に
、『
暁
筆
』
は
『
発
』
か
ら
は
、
高
光
の
「
発
心
の
起
こ
り
」
を
取
り
、『
三
国
』
か
ら
は
、
高
光
の
心
情
を
表
し
た
和
歌
、
出

家
の
日
付
を
取
る
。『
三
国
』
か
ら
摂
取
し
て
い
る
箇
所
に
も
、漠
然
と
し
た
高
光
の
「
道
心
の
起
こ
り
」
は
描
か
れ
る
が
、『
暁
筆
』
は
再
度
「
其

発
心
の
お
こ
り
を
と
へ
ば
」
と
強
調
し
て
、『
発
』
か
ら
「
発
心
の
起
こ
り
」
を
改
め
て
取
る
。
こ
れ
は
、前
述
し
た
が
『
発
』
の
特
徴
で
あ
る
「
発

心
の
契
機
」
を
生
か
し
た
摂
取
で
、『
暁
筆
』
作
者
が
『
発
』
と
い
う
作
品
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、『
発
』
の
一
話

の
展
開
の
順
、
三
人
の
発
心
の
契
機
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
と
い
う
構
成
は
崩
し
て
い
な
い
た
め
、『
発
』
を
信
頼
し
て
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
話
の
末
尾
の
解
釈
に
着
目
す
る
と
、『
発
』
は
前
掲
の
網
が
け
の
部
分
、「
人
の
か
し
こ
き
に
つ
け
て
も
、
愚
か
な
る
に
つ
け

て
も
、
実
の
道
を
願
ふ
た
よ
り
と
な
り
に
け
ん
こ
そ
、
げ
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
」
と
、
人
の
行
い
が
、
賢
愚
い
ず
れ
に
せ
よ
、
仏
道
を
願
う

契
機
と
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
ま
と
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
暁
筆
』
は
、「
誠
に
貴
き
聖
人
な
り
」
と
、
高
光
個
人
の
評
で
終
わ
る
。
こ
れ
は
、

『
三
国
』
か
ら
引
い
た
直
前
ま
で
の
高
光
個
人
の
崇
高
さ
を
述
べ
た
内
容
の
影
響
を
受
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、『
暁
筆
』
は
、
こ
の

直
後
の
別
記
文
で
は
、
前
掲
し
た
が
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
あ
な
が
ち
誰
す
ゝ
む
る
と
は
な
け
れ
ど
も
、
事
に
ふ
れ
、
又
は
よ
の
有
様
を
見
て
菩

提
の
心
を
発
し
給
へ
り
。
是
又
善
知
識
と
も
申
侍
る
べ
し
。（
以
下
、
続
）」
と
、
巻
の
表
題
に
合
う
よ
う
に
「
善
知
識
」
で
総
括
す
る
。『
発
』

と
も
帰
着
点
は
異
な
る
が
、
一
話
全
体
の
解
釈
は
、
三
人
を
並
べ
る
構
成
か
ら
し
て
も
『
発
』
に
近
い
と
い
え
よ
う
か
。
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続
い
て
、【
表
１
】
の
②
『
暁
筆
』
巻
十
三
（
怨
念
）
第
五
「
肥
後
国
女
」
を
見
て
い
く
。
こ
れ
は
、
清
ら
か
で
あ
っ
た
僧
が
妻
帯
し
た
が
、

臨
終
の
際
に
は
妻
を
一
切
近
づ
け
ず
、
見
事
に
往
生
を
し
た
話
で
あ
る
。
僧
の
往
生
を
知
っ
た
妻
は
、
狗
留
孫
仏
の
時
か
ら
菩
提
を
妨
げ
る
た

め
に
そ
ば
に
居
続
け
た
が
、
取
り
逃
が
し
た
と
し
て
悔
し
が
っ
た
と
い
う
。
本
文
に
「･･････

長
明
は
書
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
頭

注
に
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
こ
れ
は
、『
発
』
巻
四
・
第
五
「
肥
州
の
僧
、
妻
、
魔
と
為
る
事 

悪
縁
を
恐
る
べ
き
事
」
が
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
。

比
較
す
る
と
、『
暁
筆
』
は
『
発
』
の
展
開
に
従
い
、
会
話
文
ま
で
忠
実
に
全
体
を
要
約
し
な
が
ら
摂
取
し
て
い
る）

（1
（

。『
発
』
の
説
話
部
分
の
末

尾
に
あ
る
「
往
生
伝
に
は
、
康
平
の
比
と
註
せ
り
」
の
一
文
を
、『
暁
筆
』
も
「
往
生
伝
に
は
康
平
の
比
と
し
る
せ
り
と
長
明
は
書
け
り
」
と
、

長
明
の
名
を
付
加
し
て
記
す
。『
暁
筆
』
の
本
文
は
こ
こ
ま
で
だ
が
、
こ
の
話
に
は
別
記
文
が
あ
る
。
別
記
文
で
は
、『
発
』
の
「
評
」
部
分
を

中
心
に
引
く
。
し
か
し
、
別
記
文
の
冒
頭
は
「
三
国
伝
記
に
は
信
州
に
善
阿
弥
と
い
ふ
者
あ
り
。
其
妻
終
に
青
鬼
と
な
り
て
、
天
へ
あ
が
り
て

失
に
け
り
と
書
た
り
。
両
伝
す
こ
し
か
は
り
た
る
や
う
な
れ
ど
も
同
じ
く
哉
」
と
、『
三
国
』
に
あ
る
類
話
の
言
及
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
『
三
国
』

の
該
当
話
は
『
三
国
』
巻
二
・
第
二
十
七
「
信
濃
国
遁
世
者
往
生
事
説
二
魔
障
ノ
妨
一ヲ
也
」
で
、『
発
』
と
主
旨
は
類
似
す
る
が
、『
発
』
で
は
、
話
の

場
所
が
「
肥
後
の
国
」、
妻
は
一
般
人
（「
尼
」
と
の
記
載
な
し
）、『
三
国
』
で
は
「
信
州
」、
妻
は
「
尼
公
」
な
ど
の
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
往

生
の
際
の
様
子
な
ど
、
複
数
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
暁
筆
』
作
者
は
同
類
話
と
見
な
し
た
た
め
か
、
本
文
に
『
三
国
』
か
ら
ほ
ぼ
同

文
の
一
文
を
引
く
。
そ
れ
が
、
妻
帯
後
の
僧
の
様
子
を
描
く
箇
所
で
、

　
　

 

ふ
る
き
枕
の
上
に
は
偕
老
の
契
約
よ
り
ふ
か
く
、
帋
の
衾
の
下
に
は
同
穴
の
昵
言
こ
ま
や
か
な
り
。（『
暁
筆
』）

と
、
成
語
的
な
表
現）

（1
（

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
発
』
に
は
な
く
、『
発
』
は

か
か
れ
ど
、
な
ほ
後
世
の
事
を
思
ひ
放
た
ず
。
理
観
を
心
に
か
け
つ
つ
、
そ
の
勤
め
の
為
に
別
に
屋
を
作
り
て
、
か
し
こ
を
観
念
の
所
と
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定
め
て
、
年
比
つ
と
め
行
ひ
け
り
。

と
、
妻
帯
し
て
も
僧
が
修
行
を
し
て
い
た
こ
と
を
記
す）

（1
（

。

　
『
暁
筆
』
が
、『
三
国
』
か
ら
引
く
一
文
は
、
妻
と
の
仲
の
良
さ
を
強
調
す
る
た
め
、
次
の
場
面
の
、
僧
が
妻
に
病
を
隠
し
、
知
り
合
い
の
僧

に
臨
終
の
際
に
も
妻
に
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
頼
む
と
い
う
行
動
の
意
外
性
を
際
立
た
せ
る
。
男
の
往
生
の
場
面
を
『
三
国
』
は
、
妻
が
離
れ
な

い
た
め
、
薬
を
取
り
に
行
か
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
続
く
往
生
の
際
の
具
体
的
な
様
子
ま
で
記
す
。
し
か
し
、『
暁
筆
』
作
者
は
そ

の
話
を
知
っ
て
い
な
が
ら
も
摂
取
せ
ず
、『
発
』
に
依
拠
す
る
。『
発
』
と
『
三
国
』
の
説
話
を
同
類
話
か
と
し
な
が
ら
も
、
概
要
は
『
発
』
か

ら
摂
取
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

最
後
に
、【
表
１
】
の
③
巻
十
三
（
怨
念
）
第
十
「
橘
虫
」
の
例
を
挙
げ
て
お
く）

（1
（

。
こ
れ
は
、
老
尼
が
病
が
重
く
な
っ
た
際
に
、
隣
の
僧
の
家

の
橘
を
所
望
し
た
が
、
拒
ま
れ
た
た
め
、
死
後
、
橘
を
食
う
虫
と
な
っ
て
隣
の
主
を
困
ら
せ
た
話
で
、『
発
』（
巻
八
・
第
八
）
と
『
三
国
』（
巻
三
・

第
二
十
一
）
に
同
類
話
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
冒
頭
部
分
の
み
を
挙
げ
て
比
較
す
る
。

近
比
、
あ
る
僧
の
家
に
、
大
き
な
る
橘
の
木
あ
り
け
り
。
実
の
多
く
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
其
の
味
も
心
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
主
の
僧
ま
た
、

た
ぐ
ひ
な
き
物
に
な
む
思
へ
り
け
る
。 

（『
発
』）

和
云
、
中
比
、
幡
摩
国
ニ
或
ル
僧
ノ
住
ミ
ケ
ル
軒
端
ノ
前
栽
ニ
橘
ノ
木
ア
リ
。
葉
サ
カ
ヘ
花
サ
カ
ヘ
盛
リ
テ
実
ノ
多
ク
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
ノ
味
モ
濃

ナ
リ
ケ
レ
バ
、
主
ノ
僧
タ
グ
イ
ナ
キ
物
ニ
思
テ
秘
蔵
ス
ル
事
無
レシ
極
リ
。 

（『
三
国）

（1
（

』）

中
比
幡
磨
国
に
、
或
僧
の
住
け
る
軒
端
の
前
栽
に
橘
の
木
あ
り
。
花
さ
へ
さ
か
り
に
実
の
な
る
の
み
な
ら
ず
、
其
味
さ
へ
濃
也
。
あ
る
じ

類
な
き
事
に
お
も
ひ
、
秘
蔵
す
る
事
斜
な
ら
ず
。 

（『
暁
筆
』）
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こ
の
よ
う
に
、『
暁
筆
』
は
『
三
国
』
を
ほ
ぼ
同
文
で
引
く
。『
発
』
で
は
国
名
も
記
さ
な
い
か
ら
、『
三
国
』
に
拠
る
こ
と
は
明
白
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
『
三
国
』
の
話
の
原
拠
は
『
発
』
と
推
察
さ
れ
る
。
前
の
例
で
み
た
よ
う
に
『
暁
筆
』
作
者
は
、『
発
』
と
『
三
国
』
で
大
き
く

内
容
に
違
い
が
あ
る
場
合
は
、『
発
』
を
中
心
に
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
暁
筆
』
作
者
が
『
発
』
と
『
三
国
』
を
対
照
さ
せ

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
本
話
は
、
概
要
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、『
三
国
』
の
方
が
『
発
』
よ
り
詳
細
な
説
話
に
な
っ
て
い
る
た
め
、『
三
国
』

に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

  

以
上
、『
発
』
の
受
容
の
様
態
を
検
討
し
た
。
次
に
、『
無
名
抄
』
と
の
摂
取
の
違
い
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

三
、『
発
』
か
ら
の
摂
取
の
特
徴
と
『
無
名
抄
』
と
の
比
較

　

前
章
で
は
、『
暁
筆
』
が
典
拠
で
あ
る
『
発
』
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
る
か
、
そ
の
様
態
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、『
暁
筆
』
作
者
は

話
材
を
収
集
す
る
上
で
、『
発
』
を
信
頼
で
き
る
書
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
発
』
の
特
性
を
生
か
し
て
摂
取
し
て
い
る
こ
と
、『
沙

石
集
』
に
依
拠
す
る
話
の
詳
細
を
『
発
』
に
求
め
て
い
る
こ
と
、『
発
』
か
ら
摂
取
し
た
箇
所
に
他
書
か
ら
の
内
容
を
添
加
す
る
場
合
も
、
基
本

的
に
は
『
発
』
の
一
話
の
構
成
を
大
き
く
崩
さ
ず
に
引
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
で
き
る
。
ま
た
、『
発
』
か
ら
は
、
一
話
中
の
「
評
」
の

箇
所
よ
り
、「
説
話
」
部
分
を
中
心
に
引
く
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

　
『
無
名
抄
』
か
ら
の
摂
取
と
比
較
す
る
と
、『
無
名
抄
』
か
ら
は
説
話
部
分
の
摂
取
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
一
段
を
基
本
と
し
て
引
い
て

い
た
が
、『
発
』
で
は
、
評
の
箇
所
を
省
略
す
る
な
ど
そ
れ
が
比
較
的
、
緩
や
か
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
長
明
」
の
名
の
明
記
に
関
し
て
も
両
者
で
差
異
が
見
ら
れ
た
。
本
稿
の
冒
頭
で
記
し
た
と
お
り
、『
無
名
抄
』
を
摂
取
す
る
場
合

の
名
の
明
記
は
、『
無
名
抄
』
か
ら
引
い
た
箇
所
を
他
と
厳
密
に
区
別
す
る
働
き
を
有
し
て
い
た
た
め
、
規
則
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
発
』

か
ら
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
規
則
性
は
な
く
、『
発
』
の
本
文
「
澄
憲
法
師
の
人
に
語
ら
れ
侍
り
し
な
り
」、「
往
生
伝
に
は
、
康
平
の
比
と
註
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せ
り
」
の
後
に
、
名
を
添
加
し
、
そ
れ
が
長
明
の
言
説
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
話
材
の
情
報
源
の
確
か
さ
を
強
調
し
て
い
た
。
ま
た
、

別
記
文
の
箇
所
で
は
、
本
文
の
内
容
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
「
し
か
は
あ
れ
ど
、
澄
憲
の
か
た
ら
れ
、
長
明
が
書
置
け
る
上
は
、
う
た
が
ふ

べ
か
ら
ず
や
」
と
、「
長
明
」
の
名
を
論
拠
に
し
て
議
論
を
終
わ
ら
せ
る
。『
暁
筆
』
作
者
が
、
長
明
が
記
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
確
か
だ
と
い
う

確
信
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
当
時
の
読
者
に
も
そ
れ
が
共
感
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、『
暁
筆
』
作
者
は
、
長
明
の
名
を
、
説
話
、
例
話
の
信
憑
性
を
高
め
る
証
と
し
て
明
記
し
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
、『
発
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
も
の
を
検
討
し
、『
暁
筆
』
が
ど
の
よ
う
に
『
発
』
を
摂
取
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
同

じ
著
者
の
作
品
で
も
、『
無
名
抄
』
と
『
発
』
で
は
摂
取
の
仕
方
に
違
い
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、『
無
名
抄
』
か
ら
の
摂
取
の
場
合
に
は
、
長
明

の
名
の
明
記
に
規
則
性
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、『
暁
筆
』
作
者
が
、『
無
名
抄
』
は
「
説
」
と
し
て
、『
発
』
は
話
材
を
求
め
る
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。『
暁
筆
』
作
者
の
中
で
同
じ
人
物
の
著
作
で
も
、
作
品
に
よ
っ
て
求
め
る
も
の
の
違
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
作
品
を
熟
読
し
、
そ
の
特
性
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
暁
筆
』
作
者
の
「
長
明
」
の
作
品

へ
の
強
い
関
心
と
、「
長
明
」
へ
の
敬
意
が
窺
え
る）

（1
（

。

【
注
】

（
１
）
拙
稿
「『
榻
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
無
名
抄
』
摂
取
の
特
徴
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
四
十
一
号
・
二
〇
一
八
年
三
月
）

（
２
）
巻
十
一
に
は
、
話
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）
拙
稿
「『
榻
鴫
暁
筆
』
の
世
界
ー
〈
別
記
〉
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
二
十
五
号
・
二
〇
〇
二
年
三
月
）
の
四
章
、
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拙
稿
「『
榻
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
三
国
伝
記
』
の
位
置
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
二
十
七
号
・
二
〇
〇
四
年
三
月
）
の
二
章
、
三
章
。

（
４
）
比
較
の
詳
細
は
、（
注
３
）「『
榻
鴫
暁
筆
』
の
世
界
ー
〈
別
記
〉
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
一
二
四
～
一
二
六
頁
参
照
。

（
５
）『
暁
筆
』
と
『
発
』
で
は
、僧
の
名
の
漢
字
の
表
記
が
異
な
る
。「
講
仙
」
と
表
記
す
る
も
の
は
、管
見
に
入
っ
た
も
の
の
中
で
は
、『
拾
遺
往
生
伝
』

と
『
今
昔
物
語
集
』
が
あ
る
。
し
か
し
、『
拾
遺
往
生
伝
』
の
詳
細
な
内
容
は
見
ら
れ
ず
、
内
容
や
表
現
の
類
似
か
ら
、
こ
こ
は
、『
発
』
に
拠
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）「
中
世
の
文
学
本
」
頭
注
に
、
第
十
一
、
第
十
二
に
関
し
て
も
、『
沙
石
集
』
巻
八
・
第
十
三
の
指
摘
が
あ
る
。

（
７
）
引
用
は
、『
慶
長
十
年
古
活
字
本　

沙
石
集
総
索
引
ー
影
印
篇
ー
』（
勉
誠
社
）
所
収
の
「
慶
長
十
年
刊
古
活
字
十
二
行
本
」（
東
京
大
学
文
学
部

国
語
研
究
室
蔵
本
）
に
よ
る
。（
話
番
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
に
数
え
た
。）

（
８
）『
発
』
で
は
、「
委
く
は
伝
に
あ
り
」
の
後
に
続
け
て
「
か
や
う
に
人
に
知
ら
る
る
は
ま
れ
な
り
。
す
べ
て
、
念
々
の
妄
執
、
一
々
に
悪
身
を
受
く

る
事
は
、
は
た
し
て
疑
ひ
な
し
。
実
に
、
恐
れ
て
も
恐
る
べ
き
事
な
り
」
と
こ
の
話
の
評
を
付
す
が
、
そ
の
部
分
は
取
ら
な
い
。
説
話
部
分
の
み

を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

（
９
）
梗
概
は
、
浅
見
和
彦
・
伊
東
玉
美
『
新
版 

発
心
集
』
上
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
を
も
参
照
し
た
。

（
10
）『
暁
筆
』
全
体
と
し
て
、
冒
頭
で
人
物
を
挙
げ
る
場
合
は
、
そ
の
系
譜
を
説
明
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
成
信
の
説
明
は
『
発
』
よ
り
も

詳
細
に
な
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、『
暁
筆
』
全
体
に
見
ら
れ
る
傾
向
の
た
め
、
三
箇
所
に
は
含
ま
な
い
。

（
11
）『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
７
・
岩
波
書
店
）、
三
九
一
頁
に
「
重
出
」
の
旨
の
記
載
が
あ
る
。

（
12
）
引
用
は
、『
三
国
伝
記
』
下
（
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
）
に
拠
る
。

（
13
）
比
較
の
詳
細
は
、（
注
３
）「『
榻
鴫
暁
筆
』
の
世
界
ー
〈
別
記
〉
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
一
二
一
～
一
二
四
頁 

、「『
榻
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
三

国
伝
記
』
の
位
置
」
三
八
～
四
〇
頁
参
照
。

（
14
）
頭
注
に
指
摘
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
話
の
別
記
文
の
箇
所
で
は
「
鮑
魚
の
い
ち
ぐ
ら
に
入
、
芝
蘭
の
薗
に
至
る
が
ご
と
し
。（
以
下
、
続
）」
の

成
語
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
『
三
国
』
巻
八
・
第
二
十
六
「
斉
宣
王
后
無
塩
女
事
」
に
類
似
の
表
現
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
注
13
）
参
照
。

（
15
）
た
だ
し
、
次
の
病
に
な
っ
た
僧
が
妻
に
う
ち
あ
け
な
か
っ
た
と
す
る
場
面
で
は
「
此
の
妻
、
男
の
為
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
、
事
に
ふ
れ
て
ね
ん
ご
ろ
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な
り
け
れ
ど
」
と
あ
り
、
暗
に
仲
が
良
か
っ
た
こ
と
を
示
す
表
現
が
み
ら
れ
る
。

（
16
）
比
較
の
詳
細
は
、（
注
３
）「『
榻
鴫
暁
筆
』
に
お
け
る
『
三
国
伝
記
』
の
位
置
」
四
七
～
四
九
頁
参
照
。

（
17
）
引
用
は
、『
三
国
伝
記
』
上
（
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
）
に
拠
る
。

（
18
）『
暁
筆
』
の
中
で
「
長
明
」
の
名
は
、
巻
二
十
三
（
雑
）「
曹
娥
」
に
「
彼
紫
式
部
が
光
源
氏
物
語
」、「
清
少
納
言
が
枕
草
子
」
と
紫
式
部
、
清
少

納
言
と
並
べ
て
「
又
鴨
の
な
が
あ
き
ら
が
四
季
物
語
、あ
だ
に
は
か
な
き
鳥
け
だ
も
の
、･･････

さ
ま
〴
〵
に
し
た
て
つ
ゞ
り
な
せ
る
一
部
の
始
末
、

た
ゞ
よ
の
つ
ね
の
人
の
し
わ
ざ
と
は
見
え
ざ
る
に
や
」
と
見
え
る
。『
四
季
物
語
』
の
作
者
が
「
長
明
」
か
否
か
の
問
題
は
別
と
し
て
、『
四
季
物
語
』

を
「
た
ゞ
よ
の
つ
ね
の
人
の
し
わ
ざ
と
は
見
え
ざ
る
に
や
」
と
評
し
て
お
り
、「
長
明
」
へ
の
敬
意
と
著
作
へ
の
興
味
が
見
て
取
れ
る
。




